
45

●
対
象
と
な
る
検
診

①
9
月
下
旬
か
ら
10
月
上
旬
に
実
施
予
定
の
菊
陽

町
集
団
が
ん
複
合
検
診
（
子
宮
が
ん
・
乳
が
ん
）

②
10
月
中
旬
か
ら
11
月
下
旬
に
実
施
予
定
の
指
定

医
療
機
関
で
の
個
別
検
診
（
子
宮
が
ん
の
み
）

※

菊
陽
町
が
行
う
が
ん
検
診
（
菊
陽
町
集
団
が
ん

複
合
検
診
・
指
定
医
療
機
関
で
の
個
別
検
診
）

以
外
は
今
回
の
助
成
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者

　

前
年
度
（
平
成
20
年
4
月
2
日
〜
平
成
21
年
4
月

1
日
）
に
20
歳
・
25
歳
・
30
歳
・
35
歳
・
40
歳
に

な
っ
た
女
性
は
「
子
宮
頸
が
ん
無
料
検
診
」
の
、
40

歳
・
45
歳
・
50
歳
・
55
歳
・
60
歳
に
な
っ
た
女
性
は

「
乳
が
ん
無
料
検
診
」
の
対
象
者
と
な
り
ま
す
。

　

無
料
ク
ー
ポ
ン
は
、
対
象
者
の
う
ち
平
成
21
年
6

月
30
日
現
在
で
菊
陽
町
民
の
人
に
お
送
り
し
ま
す
。

●
検
診
の
申
込
み

　

子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
検
診
を
希
望
す
る
人

は
、
事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

  
30
歳
以
上
の
対
象
者
で
7
月
に
郵
送
し
た
検
診

申
込
書
で
申
し
込
ん
で
い
な
い
人
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

20
歳
代
の
対
象
者
で
検
診
を
希
望
す
る
人
は
申

込
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

平
成
21
年
度
か
ら
子
宮
が
ん
検
診
の
対

象
者
が
30
歳
以
上
か
ら
20
歳
以
上
に
変
わ

り
ま
し
た

■
平
成
21
年
度
か
ら
の
新
た
な
対
象
者

　

昭
和
55
年
4
月
1
日
〜
平
成
2
年
3
月
31
日
の

間
に
生
ま
れ
た
人

■
実
施
予
定
月

　
10
月
中
旬
〜
11
月
下
旬

■
検
診
料
金

　

1
，
5
0
0
円

　

昭
和
63
年
4
月
2
日
〜
平
成
元
年
4
月
1
日
生

ま
れ
、
昭
和
58
年
4
月
2
日
〜
昭
和
59
年
4
月

1
日
生
ま
れ
の
人
は
「
女
性
特
有
の
が
ん
検
診

推
進
事
業
」
の
対
象
と
な
る
の
で
、
無
料
ク
ー

ポ
ン
で
検
診
料
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

■
検
診
場
所

　

町
が
指
定
す
る
医
療
機
関

　

予
定
医
療
機
関
（
ち
が
産
婦
人
科
、
池
田
ク
リ

ニ
ッ
ク
、
菊
陽
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク
ほ
か
）

　

希
望
者
は
8
月
3
日（
月
）〜
8
月
31
日（
月
）ま

で
に
健
康
・
保
険
課
保
健
予
防
係
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
検
診
申
込
書
を
送
付
し
ま

す
。

「
女
性
特
有
の
が
ん
検
診
推
進
事
業
」を
実
施
し
ま
す

（
子
宮
が
ん・乳
が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
配
付
）

子
宮
が
ん
検
診
が

　
　
　

20
歳
か
ら
で
き
ま
す

将来､年金を受給するためには､
年金保険料の納付が必要です

平
成
21
年
度
の
国
の
経
済
対
策
の
一
環
と
し
て「
女
性
特
有
の
が
ん
検
診
推
進
事
業
」を
実
施
し
ま
す
。

無
料
ク
ー
ポ
ン
を
も
ら
う
に
は

問い合わせ
熊本西社会保険事務所 ３５５-３２６１
町民課　年金係 ２３２-４９１４

健
康
・
保
険
課

　
　
　
　

保
健
予
防
係

２
３
２-

４
９
１
２

問い
合わせ

　国民年金は、現役で働く世代が高齢者の世代を支え負担する
という「支え合い」の制度です。
　この国民年金保険料の納め忘れがあると、老齢基礎年金だけ
でなく障害基礎年金、遺族基礎年金なども受けられなくなる場
合があります。
　そこで、被保険者の皆さんの年金権を確保するために、納付
期限が過ぎても保険料の納付が確認できない場合には「電話」
や「自宅訪問」により納付の案内を行っています。

社会保険出張相談所でご相談ください。
最寄りの開設場所：大津町役場
日時：8月 19 日（水）午前 10 時～午後3時

●電話での案内
　社会保険事務局が委託を行った事業所から、保険
料の納め忘れがある人に電話で納付の案内をしてい
ます。委託を受けた業者は、国家公務員と同様の守
秘義務が課せられており、必要な情報以外は閲覧が
できないことになっています。
　なお、現在「株式会社トライアイ」が電話で納付
の案内を行っています。

●自宅訪問
　社会保険事務所の「国民年金推進員」がご自宅に
伺い、年金制度の案内や保険料納付の相談などをお
受けします。「国民年金推進員」は非常勤の国家公
務員で、身分証を携帯しています。

※町民の皆さんの個人情報保護には万全の体制をとっ
　ています。また夜間、休日にも電話や自宅訪問を行
　いますので、ご理解とご協力をお願いします。

年金や健康保険などで
分からないことがあったら？

社会保険庁ホームページ http://www.sia.go.jp/

20歳

25歳

30歳

35歳

40歳

昭和63年4月2日～平成元年4月1日

昭和58年4月2日～昭和59年4月1日

昭和53年4月2日～昭和54年4月1日

昭和48年4月2日～昭和49年4月1日

昭和43年4月2日～昭和44年4月1日

子宮頸がん検診無料クーポン配布対象者　（表１）

40歳

45歳

50歳

55歳

60歳

昭和43年4月2日～昭和44年4月1日

昭和38年4月2日～昭和39年4月1日

昭和33年4月2日～昭和34年4月1日

昭和28年4月2日～昭和29年4月1日

昭和23年4月2日～昭和24年4月1日

乳がん検診無料クーポン配布対象者　（表２）

年　齢 生 年 月 日

年　齢 生 年 月 日

　

こ
の
事
業
は
、
平
成
21
年
度
に
菊
陽
町
が
行
う
が
ん
検
診
の
う
ち
、
子
宮
頸
が
ん
検
診
と
乳
が
ん
検
診

の
受
診
促
進
と
、
が
ん
の
早
期
発
見
お
よ
び
正
し
い
健
康
意
識
の
普
及
啓
発
に
よ
り
、
健
康
の
保
持
増
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
行
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
特
定
の
年
齢
に
達
し
た
女
性
（
表
1
、
表
2
参
照
）
は
、
事
前
に
配
布
す
る
子
宮
頸
が

ん
、
乳
が
ん
に
関
す
る
「
検
診
手
帳
」
と
「
無
料
ク
ー
ポ
ン
」
で
、
検
診
が
無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。 

　

「
検
診
手
帳
」
「
無
料
ク
ー
ポ
ン
」
の
配
布
は
9
月
上
旬
頃
を
予
定
し
て
い
ま
す
。


